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                                １３：３０開議  

 

○ 森 康哲委員長 

 それでは、総務常任委員会を開会いたします。 

 本日は所管事務調査として職員配置の現状と課題について進めたいと思います。お手元

に配付しました事項書に基づき、本日の会議を進めてまいりたいと思いますので、よろし

くお願いします。 

 では、部長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

 

○ 辻総務部長 

 本日は本当にお忙しい中、職員配置というテーマで所管事務調査をお選びいただきまし

て、ご説明の機会をいただき、本当にありがとうございます。 

 あれもこれもという思いから、本当に恐縮ですが、資料がちょっと多くなってまいりま

した。要領よくご説明を申し上げ、調査のほうをしていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

○ 森 康哲委員長 

 新聞社さんが１人傍聴に入られております。 

 それでは、説明をお願いいたします。 

 

○ 藤田人事課長 

 人事課、藤田でございます。 

 それでは、お手元に配付させていただきました総務常任委員会休会中所管事務調査資料

に基づきまして、説明をさせていただきます。 

 まず、資料１ページをお願いいたします。 

 平成９年度以降の正規職員、再任用職員、嘱託職員、臨時職員数の推移をお示ししてご

ざいます。 

 まず、正規職員でございますが、合計（Ａ）欄の左端が平成９年度で旧楠町職員を含め

た職員数でございまして、3459人でございました。それが右端へ移っていただきますと、

平成26年度でございますけれども、2713人になっていると、そういった経過をたどってお
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ります。平成23年度の2595人を最低ラインといたしまして、平成24年度以降は、３年間、

職員数が増加しておる状況でございます。 

 続いて再任用職員でございますが、平成14年度からカウントしておるところでございま

すが、身分としては正規職員の分野となりますので、網かけ部分で正規職員並びに再任用

職員の合計をお示ししております。再任用職員につきましては、新たに配属された人数及

び退職前と同一職場であった人数を合わせて表記させていただきました。 

 その下が嘱託職員でございまして、病院医療関係者でありますとか、小学校の用務員さ

んが主なものとなってございます。 

 臨時職員につきましては、フルタイムの常用臨時職員と非常用臨時職員、例えば週２回

の健診にお越しいただいているような看護師さんといった区分でお示しをさせていただい

ております。 

 ２ページをお願いいたします。 

 ２ページは総務副大臣通知の抜粋でございまして、地方公務員の雇用と年金の接続とい

うものについてでございます。 

 国家公務員の公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が60歳から段階的に65歳に引き上

げられることになります。その間に無収入期間がないように、定年退職する職員が再任用

を希望する場合については、任命権者は、その職員の年金支給開始年齢に達するまでの間、

再任用をするとの内容で閣議決定がされたものでございます。それと同じようにして、地

方公務員においても雇用と年金を確実に接続するといったことで必要な措置を講ずるよう

に要請があったものでございます。 

 続きまして、３ページをお願いいたします。 

 ３ページは特例市全40市におけます部門別・職種別の職員数について比較をさせていた

だいたものでございます。 

 まず、部門別の職員数比較といたしまして、一般行政、教育、消防、公営企業会計にお

ける人口１万人当たりの職員数を比較させていただいております。 

 本市においては、一般行政が33位、教育が29位、消防が17位、公営企業会計が12位とな

ってございまして、全体では20位という位置づけになっております。 

 続きまして、４ページをお願いいたします。 

 ４ページは、職種別の職員数比較でございまして、主な技術職員といたしまして、土木

技師、建築技師、保育士、消防吏員、この４職種の人口１万人当たりの職員数を比較させ
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ていただきました。本市の位置づけでございますが、土木技師が16位、建築技師が７位、

保育士が15位、消防吏員が17位となっておりまして、四つの職種とも、真ん中の20位より

は上位に位置しておるところでございます。 

 続きまして、５ページ以降については、４ページでお示しをいたしました主な技術職員

としての土木技師、建築技師、保育士、消防吏員の年齢構成並びに勤続年数につきまして

棒グラフでお示しをさせていただいたものでございます。 

 まず、５ページにつきましては、土木職員の年齢構成でございます。横軸が年齢をあら

わしております。また、縦軸については人数をあらわしておりまして、一番右については

60歳ということで、今年度末で定年を迎える職員をあらわしております。土木職員、全

164名の年齢分布をお示しさせていただいておりまして、ごらんいただきますとわかるよ

うに、41歳の職員がほかに比べて若干多くなっておりますが、それに対しまして30歳前後

がちょっと手薄になっておるところでございますけれども、ほぼ平均的な形となっておる

状況でございます。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。 

 ６ページは建築技師全52名の分布でございます。建築技師についても、30代で一人も在

籍しない年齢区分がございますが、特に年齢的な偏りはない状況でございます。 

 続いて、７ページをお願いいたします。 

 ７ページにつきましては、保育士233名の分布でございます。他の年代に比べまして、

若干20代半ばから後半にかけての年代の人数が多くなっておりますのに対しまして、30代

後半の人数が少ないという状況でございます。 

 続いて、８ページをお願いいたします。 

 ８ページは消防吏員全320名の分布でございます。30代前半が他の年代に比べて多くな

っておるところでございますが、これについては、中央分署の開設に伴う職員採用が影響

しているものでございます。 

 続きまして、９ページ以降でございますが、同じように技術職員４職種、土木技師、建

築技師、保育士、消防吏員の勤続年数ごとの人数をお示しさせていただきました。 

 ９ページは土木技師の勤続年数でございます。５ページの年齢区分と比べていただきま

すと、一人もいない年数並びに１人の年数が若干多くなっております。また、平成22年度

以降は土木技師の採用をふやしているということがおわかりいただけると思います。 

 10ページをお願いいたします。 
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 これも建築技師をあらわしております。建築技師につきましても、土木技師と同じよう

に、一人もいない年数というのは多くなっておりますけれども、少数ではございますが、

平成19年度以降、１人以上の採用を続けさせていただいております。 

 続いて、11ページでございます。 

 これは保育士でございます。採用を控えた年度が13年目から17年目に出ておりますが、

土木技師と同じように、平成22年度以降、採用をふやしている状況がおわかりいただける

と思います。 

 続きまして、12ページ、消防吏員でございます。 

 ６、７年目につきましては、先ほどご説明をさせていただきました中央分署、22年目の

ところで人数が多くなっているのは、朝日川越分署の設置に伴って採用数が多くなってい

るところでございます。 

 続きまして、13ページでございますけれども、先ほど来説明をさせていただいておりま

す四つの職種の職員数、採用数、退職者数を年度別にお示しさせていただいたものでござ

いまして、ここ数年、４職種とも大きな変動はない状況でございます。 

 続きまして、14ページをお願いいたします。 

 小さくて、ちょっと見にくいので、大変恐縮でございますが、14ページは時間外勤務の

推移でございます。時間外勤務の総時間数、総支出金額、月１人当たりの時間数、年休取

得日数を年度別にお示しさせていただいております。 

 平成25年度の実績ということで、一番右の欄をごらんいただきますと、総時間外数が56

万8760時間、それに伴う支出額でございますけれども、恐縮ですが、13億9000万円余、１

人当たりの時間外数は21.8時間、年休取得日数につきましては10.5日となっております。

月１人当たりの時間外勤務時間数についてごらんいただきますと、平成19年度以降、毎年

若干ではございますが、増加をしてきておるという状況でございます。 

 続きまして、15ページ以降でございますが、これは時間外勤務等状況表というものでご

ざいます。所属別の年度別の時間外月平均時間と年休日数をお示しさせていただいており

ます。 

 この表で、30時間以上50時間未満の所属につきましては白い星マーク、また、50時間以

上の所属については黒色の星が、時間外平均時間と年休日数の間に表示させていただいて

おります。平成25年度の実績におきまして、50時間以上の所属が全部で12所属、30時間以

上の所属が20所属ございました。 
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 資料を飛ばしていただきます。 

 18ページをお願いいたします。 

 こちらは、病気休暇、休職者並びに育児休業取得者の直近３年間分の実績をあらわさせ

ていただいております。平成25年度に１月以上病欠をした者、全部で56人のうち、メンタ

ル系で休んだ者が37人、けがとか内臓系の疾患でございますけれども、その他の者が19名

となっております。下段については育児休暇の取得者でございまして、育児休業といいま

すと、出生後満３歳まで取得することができますが、平成25年度の取得者108名の合計の

内訳といたしまして、女性が106名、男性が２名でございます。男性の育児休業につきま

しては、平成19年度以降、毎年一、二名が取得しておる状況でございます。 

 続いて、19ページをお願いいたします。 

 任期付職員の任用についてでございます。任期付職員といいますのは、地方公共団体の

一般職の任期付職員の採用に関する法律といったものに基づきまして、地方公共団体の条

例で定めて、任期付職員、任期を区切って採用するということができることとなっておる

ものでございます。 

 区分といたしましては、こちらにお示しをさせていただいたように３種類ございます。

上段につきましては、弁護士であるとか公認会計士等の高度の専門的知識経験を有する者

について５年以内の任期で採用することができるといったものでございます。中段及び下

段については、災害復旧などといったような一定の期間に終了することが見込まれる業務、

あるいは一定の期間に限って業務量の増加が見込まれる業務に従事する場合、３年以内の

任期で採用することができるものでございまして、通常の勤務と短時間勤務というものが

ございます。また、任期付職員は３年から５年の任期で、正規職員と同じ仕事に従事する

ものでございまして、給与、期末勤勉手当なども正規職員と同じように支給されることと

なるものでございます。 

 続きまして、20ページをお願いいたします。 

 平成26年度の人事院勧告の概要をお示しさせていただきました。20ページにつきまして

は給与の改定、そして、21ページにつきましては給与制度の総合的見直し、この大きな２

項目で今年度の人事院勧告がございました。 

 まず、20ページの給与改定からご説明をさせていただきます。人事院の民間給与の実態

調査を実施した結果でございますけれども、月例給とボーナスの支給割合に民間との格差

があるということで、給料表は平均0.3％改定するといったことと、ボーナスの支給月数、
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一般職員では現在3.95カ月であるものを4.1カ月にというところで、0.15カ月引き上げて

勤勉手当に配分するといったものがございます。 

 給与制度の見直しにつきましては、給料表を平均２％引き下げて、地域手当を見直すも

のでございまして、四日市市は現在５級地の６％となってございますが、見直し後につき

ましては、級地は同じく５級地でございますが、パーセントは10％というふうになります。 

 給料表は平成27年４月１日に切りかえとなりますが、激変緩和のための経過措置という

ことで、３年間は現給補償をすることとなりまして、あわせて地域手当も段階的に引き上

げるものでございます。 

 続きまして、22ページをお願いいたします。 

 これは地方公務員法の一部を改正する法律の概要でございます。今回改正されたものは

人事評価制度を導入して、任用、給与、分限等の人事管理に利用するといったもので、平

成28年４月１日が施行予定となってございます。今まで本市におきまして、非管理職につ

きましては勤務成績の評定というものを行っておりましたけれども、人事評価として目標

管理による成績評価、自己評価、評価結果の本人への開示等、全職員に実施をするといっ

たこととなります。今、説明をさせていただきました任期付職員の任用、人事院勧告に伴

う給与改定、それと人事評価制度の導入につきましては、今年度、また条例改正をお願い

する予定でございますので、またそのときはどうぞよろしくお願いいたします。 

 23ページ以降につきましては参考資料ということで、24ページに退職手当を除く人件費

の推移、25ページにつきましては定年退職者の予定数、そして、26ページは職員採用数の

推移、そして、27ページについては上下水道局の土木職員数の推移、そして、28ページは

女性の登用状況、そして、29ページは職員の兼務状況といった資料を参考資料としてつけ

させていただいております。 

 長々と説明、恐縮でございました。以上でございます。 

 ご審議、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○ 森 康哲委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ご質疑のある方は挙手をお願いします。 

 なお、毛利委員と日置委員から欠席の届けが出ておりますので、ご了承をお願いします。 

 それではどうぞ。 
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○ 樋口龍馬委員 

 よろしくお願いします。 

 いただいた資料の３ページ、４ページの部分なんですが、この順位というのはどういう

順位なんですか。 

 

○ 藤田人事課長 

 単純に特例市40市ございまして、一般行政の欄をごらんいただきますと、四日市市の人

口31万3000人に対して一般行政職員が1164人おるということで、１万人当たり37.17人、

この１万人当たりの人数の40市中の順位というものをお示しさせていただいております。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 多いと順位が高いのか、少ないと順位が高いのかというところを教えていただければと

思うんですけど。 

 

○ 藤田人事課長 

 大変失礼いたしました。 

 多いと、１位のところをごらんいただきますと、１万人当たり約73人おるのに対して、

四日市市については33位の37人しかいないということで、順位が低いと人数が少ないとい

ったものでございます。 

 大変失礼いたしました。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 また資料についてなんですけれども、次の棒グラフのところ、ずっと続いて、初めのと

ころは年齢だというのはわかりました。勤続年数のところが横軸が、41年努めている方が

１人と、そういう見方でいいんですね。 

 

○ 藤田人事課長 

 はい、そのとおりでございます。 
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○ 樋口龍馬委員 

 資料を今度からつくっていただくときに、横軸が何で縦軸が何なのかぐらいは書いてお

いていただいたほうが見やすいと思いますので、そういう配慮もお願いします。 

 

○ 藤田人事課長 

 今後気をつけさせていただきます。 

 

○ 森 康哲委員長 

 要望でよろしいですか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 はい。 

 

○ 森 康哲委員長 

 他にございませんか。 

 

○ 山口智也委員 

 樋口委員と同じく棒グラフについてなんですけれども、資料の土木技師さんですとか建

築技師さん、保育士さん、消防吏員さんというところの、この４つを選んでいただいた理

由と、あとは、そのほかにもいろいろ重要課題に関する専門職種、例えば私なんかもずっ

と関心を持っています保健師ですとか、そういった部分も知りたいなとは思っておったん

ですけれども、そこら辺の選択を、なぜここなのかというところを教えていただけますか。 

 

○ 藤田人事課長 

 技師の中でも比較的人数の多いものということで、土木技師とか保育士、消防吏員を挙

げさせていただきました。 

 また、建築技師についても、人数は多くございませんが、今、技術職不足というところ

で問題もございますので、現状を知っていただくという意味でお示しをさせていただいた

ものでございます。 
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○ 山口智也委員 

 わかりました。 

 この資料から少し外れてしまうかもわからないんですけれども、決算常任委員会のとき

にも質問させていただいたんですけれども、やはり重要な政策課題ですとか、市民のニー

ズに関しては、今後も必要な職員を確保していくという方針であるということで、資料も

前回、決算常任委員会のときにいただいておりますけれども、今回のこの資料も、今まで

の職員数というのはお示しいただいているんですけれども、今後どういう方針で人数を確

保していくのか、どういう施策に対して人数を確保していくのかというところの資料とい

うか、今後の計画みたいな職員配置に関する計画のようなもの、それ自体というのは市役

所には存在するんですか。 

 

○ 藤田人事課長 

 決算常任委員会のときに説明をさせていただきましたように、今、山口委員がおっしゃ

られた総合計画に合わせた職員配置計画とか、そういった将来計画を持ったものはござい

ません。毎年毎年、翌年度の人員要求を各部局からヒアリングいたしまして、そして、そ

の年の採用を決めておるといった形が現状でございます。 

 

○ 山口智也委員 

 決算常任委員会のときの繰り返しになってしまうんですけれども、こういった重要政策

のほかに、やはり推進計画に対してどういう人数が必要なのかとか、推進計画以外にもい

ろいろあろうかとは思うんですけれども、その想定人数も決算常任委員会全体会のときに

も、一応想定している人数はありますよというご答弁があったかと思うんですけれども、

そういったものがあれば、そういった人数とか、あと、いつごろ、何年先ごろにこういう

人数を確保したいとか、そういったものを個別の計画としてやっぱり示すべきではないか

なというふうに思っておるんですけれども、そこら辺の考え方だけ教えていただけますか。 

 

○ 藤田人事課長 

 それぞれの今後の市の事業において、必要人数というものを見込んで職員配置計画とい

うのをつくっていくというのが必要であると思います。近々、国体とか、そういった大き

な事業については、前回もご説明をさせていただいたように、一定数は必要であるという
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ことは見込まれますが、大きな事業以外で、中核市もそうでございますけれども、いつに

なるかというようなところが明確になっていない状況では、具体的に何年度に何人、この

職種をというところは、今の現状ではお示しできない状況でございます。 

 

○ 山口智也委員 

 例えば浜松市なんかを見ますと、そういった３年、４年ぐらいのスパンでどういった人

数が必要かというのを、全体の人数の増減に加えまして個別の施策に対して何人増減が必

要であるかというところら辺が示されているということで、そういった他市の事例もいろ

いろ参考にしながら今後の課題としていただければなと思うんですね。 

 先ほどちょっと言いましたように、例えば私が関心を持っている保健師の母子保健の部

分等でも、今後の四日市市の方向性を示す上で、例えばそうした市の施策の方向性を示す

ものの物差しの一つとして、どの分野に厚く職員を配置するかということも重要になると

思うんですね。そういった計画があれば、しっかり市の考え方というのが市民にも伝わる

ものになるのではないかなというふうに思いますので、そんな考えを持っております。 

 また、今後の検討課題に一つ加えていただければなというふうに思っておりますので、

よろしくお願いします。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員長 

 他にございませんか。 

 

○ 藤井浩治委員 

 じゃ、２点ほどお願いします。 

 まず、時間外勤務ですけれども、これ、毎年星印がついている職場があるんですけど、

この辺の改善に向けてのお考えを聞かせていただきたいなと思います。 

 

○ 藤田人事課長 

 50時間以上の所属については黒星を表示させていただいておりますが、例えば一番上、

危機管理室をごらんいただきますと、平成23年度以降、50時間以上になってございますけ

れども、平成24年度、98時間であったものが72時間に減っておるというところで、各所属



 - 11 - 

で現状を把握いたしまして、時間数を減らすような工夫をヒアリングして、実際に減って

おるところもございますが、そのときそのときの年度によって業務がふえるといったこと

も現状ではございます。 

 

○ 藤井浩治委員 

 それだけ。そんなことでは抜本的な解決策にはならん。 

 部長は。 

 

○ 辻総務部長 

 申しわけございません。 

 今年度の６月定例月議会でご質問を頂戴したときにもご答弁申し上げましたが、藤井委

員さんがおっしゃられるように、総論ではもう対応ができないのかなというふうに思って

ございます。 

 そういうことで、せんだって本会議でご答弁申し上げた後に、個別にヒアリングをさせ

ていただきまして、職場によってはばらつきも非常に多うございました。そういうことで、

当然所属長なり、担当の職制上の個別のヒアリングをするとともに、これは少し誤解を招

くといけないんですけど、現場の職員からのヒアリングにも具体的に入らせていただきま

した。それは、するなよと、そういう意味ではなくて、現状を把握という意味で、誤解を

招くというのはそういう意味でございますけれども、個別に対応しないといけないと。そ

の結果、現に仕事の振り分け、割り振り等で平準化して減ったところもございますし、ま

だその結果が出ていない部分もあるんですけれども、それを配置の職員数といいますか、

どうしても仕事の工夫はしていただきたい。それは本音としてございますけれども、それ

でも不足であれば、これは人数の対応なのか、あるいは外へ出すのか、それをやはり総論

ではなく個別でする、そういうような認識で現に対応してございます。 

 以上でございます。 

 

○ 藤井浩治委員 

 職員の自助努力だけではもう解決は不可能ですので、ぜひさまざまな観点から、例えば

機構改革も含めての調査の上、改善していってください。 

 それから、もう一点、人事院勧告ですけど、これは公務員が労働権のかわりに人事院を
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尊重するという趣旨でつくられております。ことしについて、名古屋市は人事院勧告どお

りにやらないというふうな報道がなされておりましたけど、やっぱり人事院勧告は遵守し

ていただかなきゃいけないと思っております。ことしの方針について、いつごろ発表にな

るのか、そのあたりをお聞かせください。言える範囲で結構です。 

 

○ 辻総務部長 

 本市におきましては、勤務条件の基本となる部分につきましては、人事院勧告、あるい

は国家公務員を準拠しておる部分、その上で市独自で職員団体等とも調整、交渉の上、議

案としてお諮りしておるというのが今までの状況です。今年度につきましても、基本的な

方針は変えるべきではないという認識をしてございます。 

 今の見通しということでございますけれども、例えば一般職につきましては、今、鋭意、

昨日もそうですけれども、職員団体等との協議も重ねてございます。できましたら、この

11月定例月議会には関係条例の改正もお願いしたいという思いで、今、鋭意準備なり交渉

なりをしておるという状況でございます。 

 

○ 藤井浩治委員 

 じゃ、これまでどおり人事院勧告を遵守していただくということでよろしくお願いしま

す。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員長 

 今の藤井委員の時間外のところなんですけれども、特に危機管理室なんかは、これ、黒

星が三つ続いて、その前も白星が二つ続いていて、たしか２年前から東日本大震災が起き

て危機管理室の重要性、また、仕事量も各段にふえたというので、総務常任委員会のほう

からも指摘があり、危機管理室の大幅増員をお願いしておくべきだというふうな意見でま

とまった経緯があります。そういうのを踏まえて、ぜひ、これはいい機会だと思いますの

で、人事のほうも個別の対応に入るということなので、特に危機管理室というのは、いつ

災害が起こるかわからない、それの対応を前もって備えて、どうするべきかというのを専

門的にやる分野だというふうに認識しておりますので、普通の人事の考え方ではなくて、

もう少し踏み込んだ考え方を採用していただいて、来年度以降の人員の配置に向けて反映
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をしていっていただきたいと思います。 

 他にございませんか。 

 

○ 山口智也委員 

 ちょっと教えていただきたいんですけれども、22ページの人事評価制度の導入なんです

けれども、これは全国の自治体で、現状、今、改革をして既に導入している自治体とか、

そのあたりは、現状どうなっているのか教えていただけますか。 

 

○ 藤田人事課長 

 市町村のレベルでご説明申し上げますと、全体1722団体のうち、この人事評価制度を行

っておるのは563団体ということで、約３分の１が実施をしておるといった状況でござい

ます。 

 

○ 山口智也委員 

 そのうち三重県内ではどのぐらいかというのはどうですか、わかりますでしょうか。 

 

○ 藤田人事課長 

 まことに申しわけございません。県内の状況については把握をしてございません。 

 

○ 山口智也委員 

 その３分の１の自治体が導入して、効果というか、評価というか、そういうものは何か

具体的にわかるものがあれば、教えていただきたいなと思うんですけれども。 

 

○ 藤田人事課長 

 他市で人事評価を実施して、どのような活用をしておるかというのは把握をしていない

状況でございますが、本市においての説明をさせていただきますと、管理職に限定をいた

しまして、目標管理といったものの業績の評価並びに能力の評価といったものをいたしま

して、勤勉手当への反映でありますとか、昇給に反映をしておるというのを実施させてい

ただいております。 

 以上です。 
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○ 山口智也委員 

 四日市市でもこの制度を導入していくという方向性の中で、管理職ではない方たちの生

の声というか、期待する声とか、ちょっと心配する声とか、そのあたりというのは、現状、

どうなんでしょうか。 

 

○ 藤田人事課長 

 具体的に職員から意見を聞いたわけではございませんが、人事評価を行うことによって

評価をされるという職員については、ぜひとも導入をしてほしいという者に対して、きち

っとした評価ができるかどうかというところも問題であるといったような、ばらばらとい

うか、みんながやってほしい、やりたくないというようなところではないというふうに把

握をしております。 

 

○ 山口智也委員 

 きちっとした評価ができるしっかりした基準というか、明確なものをしっかりつくらな

ければいけないということなのかなと思いますし、他市でいろんな自治体を見せていただ

く中で、非管理職の方が本当に生き生きと、自分が持っている政策課題に対して、リーダ

ーとなってやっているというところもよく見ます。そういうところは、本当に目を見張る

というか、先進的な動きをかなりされているなという印象を持つことがたびたびありまし

て、そういった非管理職の方がしっかりリードして、責任を持って仕事ができるような評

価の仕方というか、そういうところをしっかり今後検討していっていただきたいなという

ふうに思います。 

 

○ 藤田人事課長 

 この人事評価制度は法律で実施を定められたものでございますので、先進事例も含めて

職員にとって士気が向上するような人事評価制度を検討してまいりたいと、そのように思

っております。 

 

○ 山本里香委員 

 今、人事評価制度のことについて幾つか質疑がありまして、法律で定められてくるもの
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なので、この方向に行かなければいけないし、それに当たっては職員の皆さんの、それは

管理職の皆さんであっても、非管理職の皆さんであっても、士気が全体的に上がっていく

ような方向で整備をしたいというご発言だったと思うんですけれども、もちろんそうでな

くては困るんですけれども、評価ということをする側にも大変な負担を生じることだとい

うことは、人事課の方及び総務課の方はよくおわかりだと思うんですけれども、見せかけ

のモチベーションの高さと、本来のモチベーションを高くするという意味でということだ

けど、見せかけと実質というのが、こういった制度を導入していく中で、見せかけは一時

的にというか、そういう意味も含めて、見せかけは高まったように見えるけれども、真実

のところで本当に本当に、職員歴何年ですかね、例えば入庁して40年という中で育ってい

かなければいけないし、有能に働いていただかなければいけないわけなもので、すごく難

しいことだと思うんですね。どうしてもやっぱり真面目な方が多いと思うので、市職員の

方々ね。だから、一時的な、あるいは見せかけだけのことを、はっきり言って尻たたきみ

たいなことになるようなことになると、市としては、全体的には損をしますよというよう

なことにならんようにということは、重々わかっていらっしゃるとは思うんですけれども、

制度が進行してくるとそれは大変難しいから、根本的には反対なんですけど、そこのとこ

ろがやっぱり一番問題でしょう。 

 だから、形としてはしなければいけないことはあるにしても、内実を制度設計をすると

きに、言葉は変な言葉を言ってはいけないのでちょっとあれですが、制度設計をするとき

に、長い目で総合的に見て、評価という言葉、きょうび評価ということについては、誰で

あっても自己評価であっても、他人の評価であっても、市民の方からの評価であっても、

それは一種一定のものは必要かとは思いますけれども、それがすごくやっぱり目というの

はいろんな目があるし、いろんな目の中で偏りもあるしということを考えたときに、すご

く注意をしていただかなければいけない制度設計の細部、先ほど、項目であるとか、そう

いうことも、あと、きちんと労使で話し合いを、共通点を見つけることをしながらやって

いっていただきたいと思うんですが、先ほどのお答えはそういうことだと思いながら、や

っぱりすごく不安なんですよね。先んじてやっているところについては、いい面と今、話

が出ましたけれども、やっぱり弊害も出てきているというのは事実ですし、この市町村の

職場だけじゃなくて、社会全体で、この人事評価という制度自体が問題点を引き起こして

いるという事実はあるので、と思いますが。 
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○ 辻総務部長 

 ありがとうございます。 

 ただ、評価につきまして、やっぱり仕事上、目的、目標を持って成果を出していくと、

それを成果を出して汗をかいた職員にはやっぱり報いていくと、そういうのは基本的に必

要やと思っています。 

 ただし、評価と申しますのは、モチベーションに非常に影響することだとも同時に思っ

てございます。市の仕事、もちろんその表現が、例えば目立たない仕事できちっとこつこ

つとやっている職員もおれば、また、違った職員もと、いろいろな職場がございます。そ

こを一律評価するという部分で、先行自治体でもそのあたりを苦慮しておるというのも現

に聞いておりますし、そのあたりはきちっと先行自治体、あるいは、これはもう民間でや

られていますし、そのあたり、課題は課題として十分認識した上で取り組んでいくべきも

のだと、その辺の認識で取り組んでまいりたいと、そういうふうに思ってございます。 

 

○ 山本里香委員 

 多分本当に同じ思いで、よくなるようにということでご回答いただいたと思います。 

 先ほど見せかけのモチベーションと、実態とが乖離をするようなことがあってはいけな

いし、それに、評価する側も翻弄されてはいけないしということ、どうしても、結局何ら

かの規定の中で、文書表記もしなければ、残さなければいけないということの中で起こっ

てくる部分ってあると思うんですよ。課題を設定する。あるいは、自己課題を設定すると

か、全体に示される課題があるということの中で、それが変な副作用を起こさないように

ということを強く思いながら、これからきちんと細かなことを進めていただけるとは思う

んですけれども、有効に、これはあかん、有効に頑張ってくださいと言ったらあかんのや

な、本当はね。それこそ、いろいろ十分に研究していただきたいと思いますというのが一

つです。 

 人事評価以外のところに行ってよろしいでしょうか。 

 

○ 森 康哲委員長 

 少し。 

 

○ 山本里香委員 
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 少し。じゃ、一つだけということで。 

 今、時間外のことが出ておりまして、この一覧表に15ページから17ページ、あるいは14

ページにまとめていただいてあって、改善の努力をする中で、星印が消えているところ、

それから、依然として厳しくなっているところ、ただ、これは平均的な形で見てもらって

いるので、多分消えていったところでも、もしかすると、先ほども言われたように、個人

という形で見た場合には、現実、大変な問題が残ってきてはいるんだと思います。 

 危機管理室の話が先ほど出て、特に震災のことがあって、危機管理室のことが出たんで

すけれども、健康福祉部関係のところとかでも星がたくさん見られて、全般的に星が見ら

れるところが多いんですが、個別のところのことをちゃんと考えるとおっしゃって、聞き

取りもしていただいてということの中で、実際、これだけはどうしても解決しなくちゃい

けないという最優先、順番があると思うんですね。全体的に解決をしてもらわなくちゃい

けないけど、順番があると思うんですけれども、今、一番強く問題と感じていらっしゃる

ところというのはどこなんですか。部署を言えということではないんですけれども、どこ

が最優先で、課題が多いというふうに捉えてみえるんですか。 

 

○ 藤田人事課長 

 昨年度でも、月に100時間を超えるような勤務があった所属、職員がございます。月に

100時間といいますと、毎日夜遅くまで、かつ土日も出勤といった状況でございますので、

今年度、今まで振りかえをしなくてもいいものの条件を見直しまして、あくまで振りかえ

られるのは災害であったりとか、選挙というふうに限定をいたしまして、それ以外も振り

かえをするようにということで、４月以降制度を見直したことと、あと、ノー残業デー、

毎週水曜日に行っておるんですけれども、そちらを徹底して、１週間のうちに休むことが

できる日というのを少しでもつくるように指導をしておるところでございます。 

 

○ 山本里香委員 

 １週間のうちに少しでも安定して休めるようにということは、振りかえを先ほどの限定

を広げて、振りかえを推奨するという意味ですかね。 

 

○ 藤田人事課長 

 申しわけございません。 
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 今まで振りかえなくてもいい項目というのが10項目あったといたしますと、それを半分

の５項目にして、極力振りかえをするようにというふうな指導をいたしました。 

 

○ 山本里香委員 

 実質振りかえの推奨という形、広げるという形がどれほどの効果を、本年度ちょっと改

善をしたという中で、どれほど利用されているかというのは、まだ数字としては出てきて

いないかもしれませんけど、今年度、今、半年たって、どうなんでしょう、振りかえは。 

 

○ 藤田人事課長 

 実際の現状把握はし切っておりませんけれども、土日の出勤で、例えばまるっと１日出

勤したものについては、振りかえを実施するように指導しておりますので、時間数につい

ては、この半年に限定いたしますと、台風とかの災害等の待機を除けば、昨年度よりは若

干減っておるという状況でございます。 

 

○ 山本里香委員 

 本来休館日ならぬ休日というのをきちんと確保するということは、仕事を続けていく上

で大事なことだと思うのですが、それでもそれを見て、この年休消化率、なかなか年休っ

てとろうと思ってもとれない現実があるのはわかるんですけれども、年休は、体調が悪い

とか、そういうこと以外にも本来はとっていいはずの、例えば家のことでどうしても休ま

なければいけないとか、そういうこと以外にもとっていいはずのものが、消化率はなかな

か上がってまいりませんところに、代休ということを言っても、なかなか実質は、本来現

実的には難しいと思うんですよね。年休をとったら次の日に仕事が山積みになって、また、

それが時間外勤務に切りかわっていくようなことも現実にあるのはよくわかることなんで

すけれども、そういうことも含めて、今、代休の推奨ということがありましたけれども、

代休の推奨、あるいは、そういうお互い様の中で、仕事のカバーをし合えるという状況が

きちんとつくられて、もちろんそれぞれ担当の仕事があってもカバーをし合えるという状

況ができていればこういう形で進んでいくと思うんですけれども、なかなか皆さん厳しい

状況にあると思います。 

 それを考えたときに、さっきの人事評価制度に移りますけど、人事評価制度が、これが

四日市市で悪い形になっていかないように望みますけれども、人事評価制度が職場の中で、



 - 19 - 

人間関係の希薄性とか、それから、仕事の助け合いの、そういった気持ちまでも閉ざして

しまうというか、減退させてしまうようなことに決してならないように配慮もしていただ

いて、振りかえについては、推奨は確かにしていただきながら進めていっていただきたい

と思います。 

 終わります。 

 

○ 森 康哲委員長 

 他にございませんか。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 さっきの順位のところ、余りこだわってもいけないんでしょうけど、消防や教育関係で

の順位というのは、何となくわかるんですが、一般行政職員で順位が１位になったら、い

いのかどうかというと、余り基準にはならないのではないかなと考えるんですが、この順

位づけというのはどういう考え方でされたのか、もう一度教えていただけますか。 

 

○ 辻総務部長 

 済みません、冒頭のご説明、ちょっと訂正をさせてください。 

 順位づけの意味、今のご質問からちょっと外れてしまいますが、これ、例えば一般行政

の欄でごらんいただきますと、四日市市の場合、人口１万人当たり約37人の職員がいます

と。それで、33位ですよと。八戸市は人口１万人当たり39人いますと。これ、数字が小さ

くなるほど職員が多いという意味なんですけれども、ただ単純にこれは順位をつけただけ

で、樋口委員さんが、今おっしゃられたとおり、これが一概に意味をどう持つかというの

は、いろいろな意味があろうかと思います。職員が多いということは、きめ細かくやって

おるとも言えますし、逆の見方であれば、職員が多いやないかと、もっとスリムでもでき

ておる市があるやないかと、そういう２面性がありますので、一概に何位以上がいいとか

悪いとか、そういう意味ではございませんので、その分、少し補足をさせていただきたい

と思います。ですから、これは、便宜上割り算をして数字をつけたというだけの意味でご

ざいます。 

 以上でございます。 
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○ 樋口龍馬委員 

 ありがとうございます。わかりました。 

 あと、さっき藤井委員がずっと言われていたところで、時間外なんですけど、総論では

難しいので各論に落とし込んでいるという話だったんですが、１人でしょい込んでおる職

員さんというのは何人ぐらいいるんですか。月当たりで物すごい時間外をやっている方も

みえるということですね、さっき各論で言われたということは。そういう方が何人ぐらい

いるのか。個別の名前まで出してほしいとは言わないんですけれども、例えば50時間以上

時間外勤務をしてしまっている職員さんとかというのは、どれぐらいいるんですか。 

 

○ 藤田人事課長 

 ６月定例月議会でご質問いただいた際につくらせていただいた資料で、年間360時間、

平均して月に30時間をした人数は502人でございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 月30時間で見るとあれですけど、月、一番多い方でどのぐらい時間外勤務をやっている

んですか。 

 

○ 藤田人事課長 

 平成25年度の実績で、一番時間外を多くした職員は1405時間でございます。 

 

○ 森 康哲委員長 

 時間外が1000時間を超えているんですか。 

 

○ 藤田人事課長 

 はい。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 そういった方に個別に当たって解消するように促していただいているということですね。 

 

○ 藤田人事課長 
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 所属長に指導をするとともに、今年度については４月、５月で100時間を超えて実施し

ておる職員について、勤務状況についてのヒアリングを実施いたしました。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 そのヒアリングした結果、改善に向かうという思惑というか、ゴールは見えているんで

すか。 

 

○ 藤田人事課長 

 ヒアリングをしたからかどうかはわかりませんが、その職員のほうの認識は、今まで土

日も含めて、ノー残業デーもなくやっておったものを、めり張りのあるように指導をさせ

ていただき、そのような方向になっておるというふうに認識してございます。 

 

○ 樋口龍馬委員 

 受けとめ方は、本当にその人しかやれない仕事があってふえてしまっているのかとか、

さまざま捉え方はあると思うんですけど、所属長の方たちの意識をしっかり持っていただ

いて、過労死なんてことがないように気をつけてください。よろしくお願いします。 

 

○ 森 康哲委員長 

 他にございませんか。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 地方公務員の雇用と年金の接続について、昨年３月29日の大臣通知の抜粋がありますが、

抜粋ですから、記のところの下に幾つかあるんだけれども、通知として来ておるんやけど、

調べてみたらその中に、60歳を超えた人たちが多様な人生を送るためにかなり間口を広げ

て自由に活動ができるような配慮もという部分が入っておると思うんやけど、そうなると、

ガイドラインが必要になってくるんやけれども、例えば四日市市はそういうガイドライン

というのは、これ、作成して実行しておるんですか。この地方公務員の雇用と年金の接続

についての。 

 

○ 藤田人事課長 
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 申しわけございません。再任用についてのガイドラインというものは作成してございま

せん。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 この記の１番下を見ると、やはり60歳を超えた人たちの多様な生き方をきちんと担保し

て、今までにない公務員の、かなり枠にはめられておったところの枠を外していけるよう

な方向性が記入してあるんやけど、そうなると、ある程度、さっきも言ったように、どこ

かで枠を外すにしても、ルールというものが必要になってくるやろうと私は思うんやけど、

これ、平成25年ですから、もう１年たって、具体的なところに進んでいかなあかん話なん

やけど、まだそれがしていないということですか。 

 

○ 辻総務部長 

 私ども、この再任用の制度自体は平成14年度から導入しています。そういうことで、こ

の冒頭の表も平成14年度から人数が入っておろうかと思います。 

 基本的には、今、笹岡委員がおっしゃった基本的な考え方は当初からございまして、そ

のあたり、十分かと言われますと、当然、まだ議論していかないといけないんですけれど

も、このあたり、例えば週４日勤務でありますとか、短時間の勤務の設定で、もちろん公

務ですので、公務がその時間にあるというのは原則はありますけれども、そのあたりで、

特に週４日の勤務は、平日、例えば地域の活動が火曜日なので、週休日を火曜日に持って

きて、ほかの人と組み合わせるとか、そういう基本的な考え方ではやってきてございます。

ただし、ガイドラインという、書いたものというのはございませんが、基本的な考え方で

導入してきてございます。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 何が言いたいかというと、例えば専門職で培った技術とか情報を持っていらっしゃる方

が、60歳を超えて多様な生き方をしていくときに枠をはめられて、今まで培った技術が生

かせないよりも生かせたほうが私はいいと思っているんですよ。そうすると、今言うたフ

ルタイムと短時間勤務、二つの種類があると思うんだけど、例えば以降、60歳で退職して

から、多様な生き方の中の一部として、例えば短い時間で仕事をさせていただいて、残っ

た余暇の時間で今まで培った技術を社会に還元していきたいというようなことを考えた場
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合、それはそれもありかなという気がするんです。それは、例えばどこかでルールをつく

っておかんと、情報が漏れてしまうという話もあるし、公務員である以上、持ち得た情報

は本来出したらいかんのだけれども、社会に還元するために生かしてもいいような考え方

が書いてあるんですよ。それは、やっぱりガイドラインをきちんとつくっておかんとどこ

かで混乱するだろうという思いがあったので、その辺のルールはありますかということを

聞きたいんやけど。なければないでいいですけど。 

 

○ 辻総務部長 

 服務については、基本的には正職員と同様、法律上の義務は同じなんですが、ただ、そ

れにプラスした部分というものの境界はあろうかと思いますので、そのあたり、重要なこ

とだと認識していますので、検討を加えたいと思います。 

 

○ 笹岡秀太郎委員 

 その辺、また、きちんとやっていただければありがたい話やけど、どこかでまたその辺

のところを議論した内容がわかればありがたいので、示していただければなと思って。あ

わせて、社会に貢献するようなことであれば、ある程度枠を外していってもええのかなと

いう気がするので、余りきつくしないほうが私はええのかなという気が、意見としておき

ますが。 

 以上です。 

 

○ 森 康哲委員長 

 他にございませんか。 

 

○ 石川善己副委員長 

 なるべく簡単に聞きます。 

 再任用の部分の資料と、採用になる時点でのもとの職場の人数を出していただきまして、

ありがとうございます。 

 ざっと見せてもらうと、やっぱり３分の１前後が直近にいた職場への再任用になってい

るのかなと思うんですけれども、これについて、その後、１年目に配置をされた後、継続

的に雇用を希望するか、雇いどめを希望するかというものの因果関係とかなにか、関連性
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とかというような、見てとれる部分とか、調査とかというのはされていますか。あればち

ょっと教えていただきたいなというのがあるんですけど。 

 

○ 川口人事課副参事 

 川口でございます。 

 直接再任用さんにつきまして、データ的に持っておるかというと、それはないのでござ

いますが、基本的には、現在ですと５年、再任用の任期というのはございますが、基本的

には任期いっぱいお勤めされる方がほとんどかなということで、別途ご家庭の事情とかで、

早くおやめになる方は一部ございます。 

 

○ 石川善己副委員長 

 ありがとうございます。 

 あと、できたら、再任用の方に余りこだわるとあかんのかもわからないですけれども、

いつもこういう場で人事の方にはお話をさせてもらうんですけど、どうしてもやっぱり元

上司を下につけると、現職の上司が使いにくいという声というのは聞こえてきます。そう

いった部分も含めて、何か聞き取りとか、そういったもの、再任用に関してされていたり

はしないんですか。 

 

○ 藤田人事課長 

 再任用をした職員に聞き取りというのは、直接行っておりませんが、ちょっとこの内訳

の説明をさせていただきたいと思うんですけれども、例えば平成26年度、10名が前の職場

に配属をされておりますけれども、この内訳といたしまして、管理職は２名、そして、非

管理職が３名、そして、労務職が５名といった形で、管理職であった者がその前の職場に

移っているのが２割でございます。その中でも、職種は技術職が大半を占めてございます

ので、現状としてはほとんどが違う職場へ配属をしておるという状況でございます。 

 

○ 石川善己副委員長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 また、そういった声もちらちらと聞こえてきたりしますので、その辺をやっぱり再任用

を受けていただく側の職員さんのモラルというか、考え方というか、そういった部分もし



 - 25 - 

っかりと、元上司だという部分をのぞかせないような形での勤務に努めていただくような

部分の含めもしていただけるといいのかなと思いますし、そのあたり、また、大っぴらに

できる部分ではないのかもわかりませんけれども、調査もしていっていただけるといいの

かなと思いましたので。ありがとうございます。 

 

○ 森 康哲委員長 

 他にございませんか。 

 

○ 山本里香委員 

 28ページの女性の登用率についてですけれども、女性であればいいというわけではあり

ませんし、男性、女性の違いなく生き生きと、男性も女性も生き生きと働ける職場であっ

てほしいとは思うんですが、それでも今まで努力をしながらここまで来てもらっていると

は思うんです。 

 来年度に向けて、例えば具体的な数値目標、直近の来年度に向けて、具体的にパーセン

トを示して、今、来年度へ向けて進んでいるということはありますか。 

 

○ 藤田人事課長 

 来年度の目標というものは掲げておりませんけれども、今年度の17％以上になるように

努力をしてまいりたいと思います。 

 

○ 山本里香委員 

 毎年毎年前進をしていけばという意味合いだと思いますけれども、いろんな声をしっか

りと集めて、女性の方も、しっかりと連携をとって、職場の中で考えていただきたい、男

性も一緒になって考えていただきたいと思います。 

 

○ 森 康哲委員長 

 要望でよろしいですか。 

 

○ 山本里香委員 

 はい。 
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○ 森 康哲委員長 

 他にございませんか。 

 

（なし） 

 

○ 森 康哲委員長 

 委員長から一言。資料の18ページの病気休暇のところで、平成25年はメンタル系が37人

という数字が出ているんですね。これは年々ふえているのが見てとれるんですけれども、

やはりメンタルで休まれている方のかわりに残業がふえているという面もあります。また、

残業にはつながっていないけれども、逆にほかの職員へのメンタル的な負担にもなってい

ると。特に技術系なんか、地域や業者さんへの対応や、いろいろな面でメンタル的に重荷

になっていると。そういうところへの配慮も、やはり人事のところでも見ていかないと、

現実に今、大変困っている課も見受けられます。そういうところは特にきっちり今回も聞

き取りをしていただいて、反映していただければと思いますので、強く要望をしたいと思

います。 

 以上でございます。 

 他にございませんので、これにて所管事務調査は終了させていただきます。理事者の方

は退室をお願いします。 

 ここで10分程度休憩をとりたいと思いますので、55分から再開ということで、お願いし

ます。 

 

                                １４：４２休憩  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

                                １４：５４再開  

 

○ 森 康哲委員長 

 それでは、事項書２番目の議会報告会、シティ・ミーティングでの市民からの意見につ

いて確認を行いたいと思います。 

 本日、10月７日に常磐地区市民センターにて実施しました議会報告会、シティ・ミーテ
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ィングで出された市民からの意見についてまとめたものを資料として配付をしております。 

 まず、事務局のほうから資料について説明をしていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

 

○ 栗田議会事務局主事 

 事務局でございます。座って失礼いたします。 

 それでは、資料のほうの説明をさせていただきます。 

 まず、平成26年10月７日、総務常任委員会議会報告会、シティ・ミーティング概要とい

うホチキス２点どめで５ページものの資料でございます。こちらにつきましては、議会報

告会、シティ・ミーティングの中で受けていただいた意見、また、簡単な質疑というもの

を全て網羅するような形でまとめさせていただいておる資料でございます。 

 そのいただいた意見の中で課題と思われるような意見を抽出したものが３番でお示しさ

せていただいておる議会報告会、シティ・ミーティングで出された課題（案）というもの

でございます。このＡ３判の資料のほうをご確認いただきたいと思うんですけれども、こ

ちらのほうが議会運営委員会に報告するフォーマットでございまして、このような形でま

とめていただいてございます。 

 まず、１番の意見でございますけれども、こちらのほうは、議員提案による議案の提出

が少ないもので、もう少し出すべきではないかというふうな意見、あと、５番のほうでご

ざいますけれども、津波避難マップが配布されたけれども、文字が細かくてわかりづらい

ということで、そういった災害情報というのをもっと自治会単位までおろしていただく必

要があるのではないかというふうなご意見でございまして、こちらにつきましては、検討

結果の欄でございますけれども、議会として協議すべき意見というふうな形で整理してい

ただいてございます。また、委員会における検討結果というところで、意見を議会運営委

員会において各議員に伝えるというふうな形でまとめていただいてございます。 

 また、最後の10番でございますけれども、市内の道路側溝にふたが設置されていないと

ころをよく目にしますということで、整備をお願いしますということなんですけれども、

こちらにつきましては、議会報告会の中で、道路整備の要望については自治会を通じて地

区要望として上げていただきたいというふうなことで、ご回答のほうをいただいておりま

すが、念のため所管の委員会にも意見として伝える必要があるということで、その他の意

見というふうな形で、所管である都市環境常任委員会に伝えていただくというふうな形で
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まとめていただいてございます。 

 その他の意見につきましては、全て防災関連の意見でございまして、②各常任委員会で

協議すべき意見というふうな形で整理のほうがされておりまして、委員会における検討結

果としましては、意見を担当部局に伝えると、全て危機管理監になろうかと思いますが、

そのような形でおまとめのほうをいただいてございます。 

 説明については以上でございますが、議会報告会の後に３点ほど、議会報告会に参加さ

れた方からご意見のほうを頂戴してございます。資料のほうが、まずこちら、ときわ５丁

目の自治会長様からいただいたもので、メールのフォーマットが一番上についておる資料

でございますけれども、こちらについては、議会報告会の中で、家具転倒防止の取り組み

というふうな中で、新潟市の取り組みの事例ということで、この方からご紹介いただいた

ということでございますけれども、より詳しい資料が見つかりましたということで、参考

までに送っていただきましたので、本日、資料としてお配りをさせていただいてございま

す。 

 それから、次、また、同じ方からのご意見でございますけれども、シティ・ミーティン

グについて（要望）というふうな資料があろうかと思いますが、こちらにつきましては、

８時45分が議会報告会の終了時間であったにもかかわらず、ちょっと早目に終わっていた

だいたということで、最後に議員定数のことについてご意見を申したかったけれども、ち

ょっとテーマ外なのでということで閉じていただきましたので、次回のシティ・ミーティ

ングのテーマを議員定数削減についてと設定していただきたいというふうな、このような

ご意見のほうを頂戴してございますので、資料として配付のほうをさせていただいてござ

います。 

 最後、日永地区自主防災協議会からのお知らせということで、これは泊山崎町の方から

送付のほうをいただいた資料でございますけれども、日永地区のほうで家具転倒防止の取

り組みの回覧板が回っておったということで、その内容を後日資料で送りますということ

だったと思いますけれども、それが後日、事務局のほうに送られてきましたもので、本日、

資料として配付をさせていただいておる次第でございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 

 

○ 森 康哲委員長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、説明いただいたとおり、今回の議会報告会でいただいた意見につきましては、

概要にまとめさせていただいたとおりでございます。議会運営委員会に報告するのは、Ａ

３判の資料のとおりとさせていただきたいと思いますが、これでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

○ 森 康哲委員長 

 じゃ、このＡ３判のほうで報告をさせていただきます。 

 また、本日、議会報告会のアンケートの結果につきましても資料としてお配りしていま

すので、ご確認のほどよろしくお願いします。 

 それでは、その他事項のほうに入ってまいります。 

 次回の総務常任委員会についてでございますが、11月14日の金曜日、午前10時からとい

うことで、台風11号への対応とその後の検証について、危機管理監の所管事務調査を実施

させていただきたいと思います。 

 ほかに事務局、何かありましたでしょうか。 

 

○ 栗田議会事務局主事 

 特にございません。 

 

○ 森 康哲委員長 

 特にないですか。 

 それでは、本日の会議はこれまでとしたいと思います。お疲れさまでございました。 

 

                                １５：０１閉議  

 


